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午前９時２６分 委員会開会 

○副委員長（浅田  徹） 皆さん、おはようござい

ます。一般質問、きのうまでということで大変ご苦

労さまでした。 

 それでは、時間少し早いわけですけども、皆さん

おそろいですので、ただいまから総務委員会を開会

いたしたいと思います。 

 なお、井垣委員長が病気療養のために欠席されて

おります。市議会委員会条例の第１０条第１項の規

定によりまして、副委員長であります浅田がかわっ

て委員長の職務を行いますので、よろしくお願いし

たいと思います。 

 令和に入りまして、安寧な日々がというふうなこ

とで思ったわけですけども、２カ月もたたないうち

に、またせんだって、１８日、我々も地震に備えて、

余り私も例を見ないんですけども、議会開催中の中

で突如そういうチャイムが鳴っての椅子の下に潜

り、避難したりというふうなことがあったわけです

けども、その夜に新潟・山形を中心に６強ですか、

非常に、人命にかかわるというふうなことでなくて、

大きな地震が発生をしました。人命そのものについ

ては、いろいろとその後の状況を見ておりますと、

新潟周辺部、非常に地震の多発地帯、また、東北の

大地震というふうなことで、住民の避難の周知、日

ごろの心構えといいますか、やはり高台に避難とか、

また、列車等が急停車してもそこから高台に速やか

にというふうなことの中で、そういうことも非常に

評価されておりました。天災はいつ来るかもわから

ないというふうなことがございます。非常にこの豊

岡におきましては、地震もさることながら、これか

ら出水期というふうなことで、想定外の水害という

ことも十分考えられますので、本当にふだんの心構

え、そういう備えての予防ということが大事かなと

思っております。 

 それでは、座らせていただきまして、進めたいと

思います。よろしくお願いいたします。 

 それでは、本日の議事の進行でございますが、総

務委員会審査と予算決算委員会に係る総務分科会

審査、適宜切りかえて行っていきたいと思いますの

で、ご協力をよろしくお願いしたいと思います。 

 きょうは、報告事項がございまして、説明員とし

て幸木地域コミュニティ振興部長が出席されます

ので、あわせてよろしくお願いをしたいと思います。 

 それでは、これより次第３番目の協議事項、付託・

分担案件審査について、委員会審査を開始したいと

思います。 

 それでは、議案審査は、次第に記載しております

とおり、まず委員会審査を行い、次に分科会審査を

行っていきたいというふうに思っております。 

 委員の皆さん、また、当局の皆さんにおかれまし

ては、質疑、答弁に当たって、くれぐれも要点を押

さえて、簡潔明瞭に行っていただきたいと思います。 

 また、そういう中で、スムーズな議事進行のご協

力をよろしく、重ねてお願いをしたいと思います。 

 委員会及び分科会での発言につきましては、委員

長、分科会長、私のほうの指名の後に、マイクを使

用して、課名と名字を名乗ってから発言をよろしく

お願いしたいと思います。 

 また、議案の説明に当たりましては、資料のペー

ジ番号をお知らせした後に行っていただくよう、よ

ろしくお願いしたいと思います。 

 それでは、まず、報告第４号、専決処分したもの

の承認を求めることについて、専決第５号、豊岡市

市税条例の一部を改正する条例制定についてを議

題としたいと思います。 

 当局の説明を求めます。 

 安達税務課長、お願いします。 

○税務課長（安達  央） それでは、報告第４号、

専決したものの承認を求めることについてのうち、

専決第５号、豊岡市市税条例の一部を改正する条例

の制定についてを説明させていただきます。 

 議案書のほう、２ページをごらんいただきますで

しょうか。本案につきましては、地方税法等の一部

を改正する法律が平成３１年３月２７日に公布さ

れました。その一部が４月１日等から施行されるこ

とに伴いまして、関係する市税条例について、所要

の改正を専決処分したものでございます。これにつ

きまして、地方自治法の規定に基づき、報告をさせ
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ていただくものでございます。 

 改正の内容につきましては、６ページのほうに条

例案要綱をつけさせていただいております。こちら

のほうに基づいて説明をさせていただきます。 

 まず、１の改正内容、（１）ですけども、これに

つきましては、個人住民税の寄附金控除の適用につ

いてのことでございます。６月１日以降、対象とし

ます寄附金を総務大臣が指定する寄附金というこ

とに指定されましたもので、それに合わせて改正を

行うものでございます。 

 続きまして、（２）番ですけども、個人住民税に

おける住宅取得控除の適用につきましては、その事

項を記載した所得税の確定申告書を個人住民税の

納税通知書が送付されるまでに提出するというこ

とに制限がされていたわけですけども、その制限を

なくすということで、期限後であっても適用させて

いただくということになるものでございます。 

 次の（３）ですけども、軽自動車税のグリーン化

特例、燃費性能がいいもの等につきましては軽課を

させていただき、年数たったものについては重課を

させていただくということですけども、それにつき

まして、今年度の課税に係る分ということで規定の

整備をさせていただいております。中身については、

ここでは変わってくるものではございません。 

 次に、２の附則ですけども、この条例は４月１日

から施行する。ただし、特例控除対象寄附金の改正

規定につきましては６月１日からの施行としてお

りまして、所要の経過措置も規定をさせていただい

ております。 

 ７ページ以降に、新旧対照表もつけさせていただ

いておりますので、ご清覧いただきますようによろ

しくお願いします。以上でございます。 

○副委員長（浅田  徹） 説明は終わりました。 

 質疑はありませんか。 

○委員（椿野 仁司） いいですか。 

○副委員長（浅田  徹） 椿野委員。 

○委員（椿野 仁司） 改正の内容の１は、ふるさと

納税ですよね。世間をいろいろと賑わした、ある特

定の市名はやめますが、膨大に稼がれたところは、

ひんしゅくを買ってっていう言い方は悪いんだけ

ど、意に沿わないということがあって、これは私も

一般質問で言いましたけども、国の制度設計が悪か

ったのか、当初からの、というのは思いがきちっと

伝わってなかった、各自治体に。豊岡はまあまあそ

れに準じた優等生的なことをやってきたんではな

いのかなと。ちょっと最初は忘れましたけど、資料

を以前いただいたときに、一番ピークは３億円以上

のふるさと納税があったというふうに記憶してま

す。２０１８年は２億円を割った。それで、いわゆ

る出ていく側、いわゆる豊岡市民がふるさと納税を

よそにされて出ていく納税額が７，０００万円か８，

０００万円、８，０００万円弱だと、７，５００万

円ぐらいだというふうに私は認識してるんだけど、

違ったら言ってください。それで、何が言いたいか

っていうと、最終的には交付税算入されるんで、出

ていく側も基本的には全てがプラマイ、単純計算す

るとそんなにプラスになってないんですよ、実際は、

経費がかかってますから、返礼品も合わせていくと。

そうすると、それはそれでいいんですが、私がここ

で言いたいのは、ちょっと教えてほしいのは、ふる

さと納税の返礼品は今の総務省のこういうものは

いけませんよというような、具体的にどういうもの

が出てるのかは別として、そういう品目は自由に、

いわゆる豊岡らしい、ほかの一般質問された方もお

られたけども、ふるさと納税の品目は、今、課長が

答えることかどうか私にはわからないんですけど

も、そういうことは、品目は自由なのかっていうこ

とと、それから例えば豊岡らしい何か、ふるさと納

税にという思いが何か入った品目ができたとして、

それはそれとして、寄付金として拘束することがで

きるのかどうか。今だったら自由ですよね、基本的

には。ふるさと納税っていうのは、ふるさと納税の

一つの財布の中に入って、それを使えるんだけども、

その中でもコンプリートすることが寄付金として

できるのかどうかと、それをお尋ねしたいんです。

具体的に話ししないとわかんないかな。 

 なら、具体的に申し上げましょう。（発言する者

あり）ごめん。それは違うんか。ここじゃないか、
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担当が。（「環境経済部……。」と呼ぶ者あり）あ

あ、そうか。だから、さっき、冒頭ちょっと言った

ように、安達課長が答えられないんだったら、答え

られないでも結構です。今、言った中で、答えられ

る範囲があればおっしゃってください。ぜひお願い

します。 

○副委員長（浅田  徹） 安達課長。 

○税務課長（安達  央） 今ありましたとおり、ち

ょっと私どもの所管に係る部分もございます。聞い

てるところですけども、対象品目については、当然、

制限がありますので、今こういうような結果になっ

ておるということです、具体的な制約、ちょっと今、

手元には私も持っておりませんのでお答えしかね

るんですけども。 

 それと、寄附金ですけども、寄附金自体は、これ

はもらう側のほうで私が答えるかどうかですけど

も、指定される寄附金というのもかなりあります。

ですので、それはその指定された形になるのかなと

いうふうには考えております。お答えできるのはそ

のあたりかなと思います。 

○委員（椿野 仁司） いいですか、委員長。 

○副委員長（浅田  徹） 椿野委員。 

○委員（椿野 仁司） 間違いがあったらいけないん

で、さっき私、言いました、出ていく側、よそに出

ていく側の税金は７，０００万円か８，０００万円

ぐらいの間って言ったんだけど、それは間違いない

んか。それ、わからないか、ここでは。いいですよ。

後でお答えいただいたらいいです。 

○副委員長（浅田  徹） よろしいか。 

○委員（椿野 仁司） いいよ。 

○副委員長（浅田  徹） じゃあ、出ていく側の今

の税金ですね、７，５００から８，０００というふ

うなことです。その辺は行けます、そういう。うち

で、ここで。 

 安達課長。 

○税務課長（安達  央） 出ていった側、豊岡市か

ら出ていったほうの寄附金です。それが寄附金控除

の対象になるかどうかというところではなしに、出

ていった寄附金の額ということで、平成３０年度で

すけども、２９年中に寄附をされたものということ

で、その結果が市のほうに来た分ですけども、８，

７３８万７，０００円となっております。 

○委員（椿野 仁司） はい、わかりました。はい、

いいですよ。大きな間違いなかった。 

○副委員長（浅田  徹） ほかにはございませんか。 

○委員（村岡 峰男） なら、１つだけ。 

○副委員長（浅田  徹） 村岡委員。 

○委員（村岡 峰男） しようもないことかもわかり

ませんが、６ページの附則の２行目の平成３１年っ

ていうのはこれでいいんですか。これでええんか。

（「４月１日」「５月からで」と呼ぶ者あり）６月

１日だから、平成でええのか。（「６月なん、２行

目」「平成でいいかってこと」と呼ぶ者あり） 

○副委員長（浅田  徹） 安達課長。 

○税務課長（安達  央） これは、専決で行わせて

いただいたものでございます。ですので、専決日現

在、まだ平成の状態でしたので、この表現とさせて

いただいております。 

○委員（村岡 峰男） はい、わかりました。 

○副委員長（浅田  徹） それでは、質疑を打ち切

ります。 

 討論はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（浅田  徹） 討論を打ち切ります。 

 お諮りいたします。本件は、承認すべきものと決

定してご異議ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（浅田  徹） ご異議なしと認めます。

よって、報告第４号、専決第５号は、承認すべきも

のと決定いたしました。 

 次に、報告第８号、平成３０年度豊岡市土地開発

公社の決算についてを議題といたします。 

 当局の説明を求めます。 

 畑中財政課長。 

○財政課長（畑中 聖史） それでは、議案書の６６

ページをごらんください。報告第８号、平成３０年

度豊岡市土地開発公社の決算についてご説明をい

たします。 
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 本件は、地方自治法の規定により、別紙のとおり

報告するものでございます。 

 なお、今決算は、６７ページにありますとおり、

５月７日の土地開発公社理事会で認定後、市長へ報

告があったものでございます。 

 ７０ページをごらんください。１、事業報告書と

いうことでございます。（１）の総括事項です。平

成３０年度は、事業資産の取得及び事業資産の処分

はありませんでした。したがいまして、平成３０年

度末事業資産保有高は、面積で３７万５，８２８．

７０平方メートル、金額で１億６，７９７万４，８

５５円となりました。これに現金及び預金を加えま

した資産合計は２億６，０２６万９，７０５円とな

りました。 

 次に、経理でございます。損益計算では、事業収

益、事業原価ともゼロ円ですので、事業総損益もゼ

ロ円となっております。事業総損益から販売費及び

一般管理費１８４万４，４２８円を差し引いた事業

損失は１８４万４，４２８円となりました。この事

業損失に事業外収益５，５０１円を加えました経常

損失であり、また、当年度の純損失は１８３万８，

９２７円となったということでございます。 

 次に、ちょっと飛びまして、７６ページをごらん

いただきたいと思います。７６ページ、財産目録で

ございます。こちらは、公社が保有します財産を全

てまとめ上げたものでございます。正味財産が計上

されておりまして、右側、７７ページの貸借対照表

とあわせてごらんいただきたいと思います。資産に

つきましては、１の流動資産で、（１）現金及び預

金が９，２２９万４，８５０円、不動産につきまし

ては、（３）の公有用地というのが八代・小河江の

用地でございます。その下、（４）代替地と書いて

おりますが、これが旧自動車教習所の残地というこ

とになりまして、資産合計としましては２億６，０

２６万９，７０５円でございます。この数値は、７

７ページの貸借対照表の資産合計と資本合計と符

合しているというような状況でございます。 

 ７８ページには損益計算書、７９ページにはキャ

ッシュフロー計算書をつけております。後ほどご清

覧いただきたいと思います。 

 ８０ページをごらんいただきたいと思います。こ

ちらが、公社が保有しております資産の状況という

ことでございます。（４）としまして、公有用地が、

先ほど申し上げました八代・小河江の分ですが、３

７万５，３０４平米、（５）の代替地ですが、これ

が旧自動車教習所の残地で５２４．７平米というこ

とになっております。 

 ８２ページ以降には、現金及び預金明細表、あと、

８５ページには監査報告書をつけさせていただい

ております。ご清覧いただきたいと思います。 

 説明は以上です。 

○副委員長（浅田  徹） 説明は終わりました。 

 質疑はありませんか。 

 村岡委員。 

○委員（村岡 峰男） 所有する資産が２カ所ですね、

八代と自教の跡と。１年間、もう動いてないという

ことも含めて、私は、大きな目でいって、土地開発

公社の役割はもう終わったと、これは誰しも思うこ

とだと思うんですが、もう終わったんだから、公社

の解散っていう問題を真剣に考えないかん時期だ

と思うんです。その際に、この２つの用地が処分で

きないと解散できないのか、持ったまま公社から市

の財産として移しかえることによって私は解散で

きるように思うんですけども、そのようなことって

いうのは難しいんですか。 

○副委員長（浅田  徹） 畑中課長。 

○財政課長（畑中 聖史） まず、解散につきまして

は、資産を全部処分しないとできないということは

なく、持ったままでも解散はできるというのが結論

としてあります。 

 一方で、公社の存廃につきましては３年ごとに見

直しを図るということを言っておりまして、平成２

７年度に一度、存廃の検討を行っております。その

ときには、いわゆるツールとして残しておくべきだ

というような判断を一度しておりました。また、な

おかつ、八代・小河江の分がまだ中途半端な状態で

おりますので、その分をきっちり埋め立てが終わる

までというようなところで存続というようなこと
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をしておりました。３０年度、前年度ですけれども、

その際にも、まだ八代・小河江のほうがとまったま

まだというような状況もありましたので、引き続き

存続をというようなことにしておりますけれども、

議員ご指摘のとおり、本当にもう役目を終えている

というような状況というふうにも思えますので、解

散も検討もしていかないといけないというふうに

考えておるところでございます。以上です。 

○副委員長（浅田  徹） 村岡委員。 

○委員（村岡 峰男） 私は、本当に役目を終わった

公社を残しておく意味っていうのはもうないんだ

ろうと。行革行革を一方で言うわけですから、スリ

ムにする必要があるなということを思いますので、

その方向でぜひ協議を進めてほしいなと、これ、要

望しときます。 

○副委員長（浅田  徹） 要望ということで。 

○委員（村岡 峰男） はい。 

○委員（椿野 仁司） 関連でいいですか。 

○副委員長（浅田  徹） 椿野委員。 

○委員（椿野 仁司） 私も、村岡委員と同じように、

ちょっと言おうと思ってたんですけど、それで、こ

れを残して、かつてのいろんな土地開発公社が持っ

てた土地を処分するときに、かなり金利負担、高い

ものを買ってたと、今、継続してると高いものにな

ってると。そういう意味でいくと、今、負の部分は

これからふえていくんですか、それともそれは、今

のこの状況は別に何ら変わらないんですかという

ことが１点と、それから、小河江の開発整備事業と

いうのは、こういう公社っていうのはもともと先行

投資が目的なんだけど、そうじゃない場合もあった。

あったけれども、一体全体、これは一体何にしよう

と思って、ただ残土をあそこに持っていっただけの

ことなのか、もともとは何にしようと思って市は考

えとったのか、もしも言えることがあるなら言って

ちょうだい。 

○副委員長（浅田  徹） 畑中課長。 

○財政課長（畑中 聖史） 今の土地を保有し続けて、

負の財産っていう話ですけども、現在、借入金がご

ざいませんので、借り入れに係る金利が簿価のほう

に積み上がっていくということはございません。そ

れが１点目。 

 ２点目なんですけれども、そもそもどうだったか

ということは、正直、伝え聞いてるところではある

んですけれども、やはり平成１６年の台風の際の激

特事業における……（「掘削した」と呼ぶ者あり）

掘削した土を運ぶというのが一番の目的だったと

いうふうには聞いておりますので、それがこのよう

な目的で、後づけで地域の要望に応えるような施設

というようなものが後から出てきたというふうに

聞いております。以上です。 

○委員（椿野 仁司） 同じように要望しときます。

要は、もうこれは、村岡委員が要望されたように、

私もそういうふうにお願いをいたしたいと思いま

す。以上です。 

○副委員長（浅田  徹） 要望は、今の解散。 

○委員（椿野 仁司） もう解散してほしい。 

○副委員長（浅田  徹） そうか、そういうこと。

土地利用じゃなくて。 

○委員（椿野 仁司） そう。 

○副委員長（浅田  徹） はいはい。 

○委員（椿野 仁司） いや、土地利用ができたらい

いけどな。 

○委員（足田 仁司） 委員長、１点だけ、いいです

か。 

○副委員長（浅田  徹） 足田委員。 

○委員（足田 仁司） 小河江の残土処分というのは、

相手さんが国交省だったように聞いとりますけど、

普通、ああいった処分という事業やる場合に、金銭

的な動きっていうのは何もなかったんですかね。例

えばトン当たり何ぼ何ぼ、国交省からもらうとか、

もしもそういう話があるんだったら、もしもお金が

動いてたら、お金はどこが扱うものになるのかなと

今、思ったもんですから。何にもお金のやりとりな

しで、国交省がせっかくしゅんせつするんだったら

無償でどうぞっだったのか、その辺、わかれば教え

てください。 

○副委員長（浅田  徹） 畑中課長。 

○財政課長（畑中 聖史） 土地開発公社としてこの
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土地を保有しているという状況の中で、例えば残土

の受け入れに幾らとかいうようなのが公社のほう

に入ってきてるような事実はございません。一般会

計のほうにそういったお金が入ってきてるという

のは、ちょっと私のほうでは承知はしておりません。

ですので、埋め立てに当たり金銭のやりとりがあっ

たというのはないというふうに承知しておるとこ

ろでございます。以上です。 

○副委員長（浅田  徹） よろしいか。 

 それでは、質疑を打ち切ります。 

 特にご異議がありませんので、報告第８号、平成

３０年度豊岡市土地開発公社の決算につきましては、

了承すべきものと決定いたしました。 

 次に、第４６号議案、物件購入契約の締結につい

てを議題といたします。 

 当局の説明を求めます。 

 原田防災課長。 

○防災課長（原田 泰三） それでは、９０ページを

ごらんください。４６号議案ということで、物件購

入契約の締結についてご説明申し上げます。 

 本案につきましては、消防団に配備する消防ポン

プ自動車等の購入について、条例の規定により市議

会の議決を求めるものでございます。 

 契約の目的は消防ポンプ自動車等の購入、契約の

方法は指名競争入札でございます。契約の金額は７，

０１８万円でございます。契約の相手方、その他は

記載のとおりでございますので、ご清覧をいただけ

たらと思います。 

 簡単ですけど、説明は以上でございます。 

○副委員長（浅田  徹） 説明は終わりました。 

 質疑はありませんか。 

 村岡委員。 

○委員（村岡 峰男） この契約は、消防ポンプ自動

車４台、それから小型動力ポンプ２台なんですが、

消防自動車は４台とも同じ消防自動車、小型動力ポ

ンプは同じものですか、契約上は。 

○副委員長（浅田  徹） 原田防災課長。 

○防災課長（原田 泰三） 内容につきましては、消

防ポンプ自動車はいずれもＣＤ－１という３トン

級の消防専用シャシをベースにしたポンプ自動車

で、ポンプ性能のほうもＡ－２級と言われる、放水

圧力が０．８５メガパスカルで、１分間に２立米以

上の放水能力というものになります。あわせまして、

小型動力ポンプにつきましては、これはＢ－２級と

いうものでして、放水圧力は０．７０メガパスカル

で、１分間に１立米以上の性能を有しておってとい

うことで、基本的には性能はそれぞれ同じものにな

ります。 

○副委員長（浅田  徹） 村岡委員。 

○委員（村岡 峰男） ポンプ自動車４台が全く同じ

ものと、それからポンプ２台も同じものだったら、

入札にしたときに安うなるんか。安うなるん違うん

かというのと、何社にこれは競争入札されたんです

か。 

○副委員長（浅田  徹） 原田課長。 

○防災課長（原田 泰三） 今、申し上げましたのは、

放水能力とか、そういう面でございまして、済みま

せん、詳しく申し上げますと、各ポンプ自動車はそ

の地域地域によって消防団の分団のほうからの要

望とかもございますので、艤装面で、ちょっとこち

らにしてほしい、こっちよりはこっちにしてほしい

みたいなやりとりもございますので、金額が全く同

じというわけではございません。ちょっと詳しくは

今、申し上げませんけども、そのような分団からの

ニーズを確認をした上で発注するものでございま

すというのが１点でございます。 

 もう１点のお声かけをしてるといいましょうか、

入札の関係でございますが、一応１０社のほうに入

札のほうの呼びかけをさせていただきまして、１社

は辞退されましたけど、９社が入札に参加されまし

て、吉谷さんが落札されたということでございます。

以上でございます。 

○委員（村岡 峰男） わかりました。いいです。 

○副委員長（浅田  徹） ほかに。 

 足田委員。 

○委員（足田 仁司） １つ要望として、開札結果の

表をいただきたいのと、それから１０社が参加して、

１社辞退と。過去、何年かさかのぼって、吉谷機械
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以外から納品された実績はあるのかないのか、あれ

ばどういった業者なのか、教えてください。 

○副委員長（浅田  徹） 原田課長。 

○防災課長（原田 泰三） 今の件でございますが、

まず１点目の開札結果表でございますが、インター

ネットのほうで既に公開をされておりまして、５月

２２日に入札をしたんですけども、そちらのほうで

しておりますので、一応、ここに資料として添付さ

せてもらったら一番よかったのかもしれませんけ

ど、その辺はやりとりの中で、そういう資料につき

ましては添付はせんでもいいというようなことを

お聞きしておりましたもんですから、ちょっとして

ないんです。これはもしちょっといきさつが違いま

したら謝りたいと思います。 

 それから、もう１点でございます。過去、私も余

り詳しくさかのぼってなくてあれなんですけども、

豊岡の中ではモリタという事業所さんがポンプ自

動車を入れてたという時期も以前はあったみたい

ですけども、最近は少なくとも落札は吉谷さんだと

いうことです。聞くところによれば、吉谷さんとい

うのは、県の北部のほうを販売重要地域というふう

に位置づけておられるというような、力の入れよう

がほかと違うというようなことも漏れ聞いてはお

りますけども、そんなようなことがあるようでござ

います。済みません、答えになってないかもしれま

せんが、以上でございます。 

○副委員長（浅田  徹） 足田委員。 

○委員（足田 仁司） はい、わかりました。 

 ちょっと聞き方が難しいんですけど、同じ会社が

連続して落札してるっていうのは、それなりに努力

もあるんでしょうけど、万が一にも不正なことが絡

んでてということが起きないためにも、そういうチ

ェックのようなことは何かされてれば教えていた

だきたいです。 

○副委員長（浅田  徹） それは質問ですね。 

○委員（足田 仁司） はい。 

○副委員長（浅田  徹） 原田課長。 

○防災課長（原田 泰三） 共通な仕様といいましょ

うか、規定にのっとった仕様に基づいて仕様書を作

成をし、それに対して、総務課通じて入札の依頼を

出すというやり方をしておりますので、業界側の実

情というのは私はちょっと詳しくはわからないん

ですけども、そういうことのないように当然、入札

の依頼もするわけですので、その結果どうこうとい

うのはちょっとなかなか申し上げにくいなと。以上

でございます。 

○副委員長（浅田  徹） 足田委員。 

○委員（足田 仁司） 何を心配するかいうと、いや、

適正にやってもらってたと思ってたと。ところがっ

ていうので、もしも何か起きたときに、行政側とし

て、じゃあ、何をちゃんとやってた。さっき言われ

たように、但馬地域が重点区域って、聞こえはええ

んですけど、何か縄張りのようにも聞こえるんです

ね。とすると、業界内で何か密約のようなものがひ

ょっとしたらあるんちゃうんかって、素人なりにそ

んなことをイメージしちゃうもんですから、後にな

って、そんなことは全然考えもしなかったというこ

とで、行政も変なところで揚げ足をとられないよう

にガードはしっかりやっていただきたいなと思い

ます。これは意見です。 

○副委員長（浅田  徹） それはお願いということ。 

 ほかにございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（浅田  徹） それでは、討論ございま

せんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（浅田  徹） それでは、お諮りいたし

ます。本案は、原案のとおり可決すべきものと決定

してご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（浅田  徹） よって、第４６号議案は、

原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

 次に、第４７号議案、物件購入契約の締結につい

てを議題といたします。 

 当局の説明を求めます。 

 中奥情報推進課長。 

○情報推進課長（中奥  実） そうしましたら、９

１ページをごらんください。第４７号議案、物件購
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入契約の締結についてご説明いたします。 

 本案につきましては、職員が使用する庁用パソコ

ン更新に係る物件購入契約について、議会の議決を

求めるものであります。 

 契約の目的は事務用パソコンの購入、契約方法は

指名競争入札、契約金額は１，９９４万７，６００

円です。契約の相手方等につきましては、議案に記

載のとおりですので、ご清覧いただきたいと思いま

す。 

 説明は以上です。 

○副委員長（浅田  徹） 説明は終わりました。 

 質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（浅田  徹） 質疑を打ち切ります。 

 討論はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（浅田  徹） 討論を打ち切ります。 

 お諮りいたします。本案は、原案のとおり可決す

べきものと決定してご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（浅田  徹） ご異議なしと認めます。

よって、第４７号議案は、原案のとおり可決すべき

ものと決定いたしました。 

 次に、第５１号議案、物件購入契約の締結につい

てを議題といたします。 

 当局の説明を求めます。 

 吉谷消防署長、お願いします。 

○豊岡消防署長（吉谷 洋司） それでは、議案書の

９７ページをごらんください。本案につきましては、

豊岡消防署の救助工作車を更新するものであり、契

約方法は指名競争入札で、契約金額は１億９，３９

３万円です。そのほかにつきましては記載のとおり

でございます。 

 説明は以上でございます。 

○副委員長（浅田  徹） 説明は終わりました。 

 質疑はありませんか。 

 村岡委員。 

○委員（村岡 峰男） 救助工作車っていうのは、レ

スキュー隊、レスキューっていう、箱のついた、先

ほどの消防自動車と比べても１億９，０００万円っ

ていうのは非常に高額な買い物だなということが

まず第一の感想なんですが、何でこんな高うなる、

率直なところ。 

○副委員長（浅田  徹） 吉谷署長。 

○豊岡消防署長（吉谷 洋司） 委員指摘のとおりで、

大変高いものですが、現場に対応できる現行の救助

工作車を考えまして、救助をするための資機材、車

両を整備していくとこの金額になってしまって、現

行の救助工作車と比べても、平成１７年度に整備し

ておるんですが、それよりもやはり金額は高くなっ

てきておりますので、資機材の高騰も含めて、この

金額になってると考えております。以上でございま

す。 

○副委員長（浅田  徹） 村岡委員。 

○委員（村岡 峰男） 相手が命ですから、救命救急

という面からいって命ですから、最新の資機材を積

んでっていうのもわかるんです。わかるんですけど

も、例えば１４年前に入れました。その後にいろい

ろと資機材も追加したりしたものもあると思うん

ですが、現在の工作車に積んでいる資機材は全部も

うぼしゃで、全部新たにするということなのかどう

かというのが１つと、全部ぼしゃにする場合、現在

の工作車っていうのは後はどこに行くんですか。 

○副委員長（浅田  徹） 吉谷署長。 

○豊岡消防署長（吉谷 洋司） まず、更新する資機

材についてですが、基本的には廃棄といいますか、

今後また１５年使っていくことを考えますと、やは

り３０年っていうのは基本的にはもう無理だと考

えてますので、基本的には廃棄します。車両につき

ましては、これまでからもしてますように、インタ

ーネットの公売のほうにかけさせていただく予定

にはしております。以上でございます。 

○委員（村岡 峰男） はい、わかりました。 

○委員（椿野 仁司） 委員長、いい。 

○副委員長（浅田  徹） 椿野委員。 

○委員（椿野 仁司） もしもネットにこれの入札の

関係の資料っていうか、どんなものかっていうのが

載っとるならば要りませんけれど、本来はそういう
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もん載ってなければちょっと車両っていうか、どう

いうもんだっていうもののカタログなのかわから

ないけど、特別な車だったらそんなもんはないんだ

ろうと思うんだけど、もしもそれがあるんだったら

やっぱりここにご提案いただくのが一番いいなと

思うんです。１億９，０００万円だから、私ら、ぴ

んとこうへん。普通の人だとわからんと思います。

ねえ、村岡さん。 

○委員（村岡 峰男） うん。 

○委員（椿野 仁司） もしも資料があるなら、また

後でも見せてほしい。 

○副委員長（浅田  徹） 吉谷署長。 

○豊岡消防署長（吉谷 洋司） 写真の、イメージ図

にはなりますが、そういう形でのお示しをさせてい

ただきますので、また後ほど示させていただきたい

と思います。 

○委員（椿野 仁司） いいですか、もう１回。いい

か。 

○副委員長（浅田  徹） 椿野委員。 

○委員（椿野 仁司） できたら、どういう性能があ

るのか、どういうものが備わってるんかっていうこ

とも含めて教えていただきたいんだけど。 

○副委員長（浅田  徹） 吉谷署長。 

○豊岡消防署長（吉谷 洋司） 諸元と機能につきま

しても、つけ加えさせて、提示させていただきたい

と思います。 

○委員（椿野 仁司） よろしくどうぞ。 

○委員（村岡 峰男） いや、椿野さん、今、ネット

で売り出すほうの話やろ。 

○副委員長（浅田  徹） いやいやいや。 

○委員（村岡 峰男） 新しいほうか。 

○副委員長（浅田  徹） 新しいほう。何か話がち

ょっとあるけど、内容はそうですね。 

○委員（椿野 仁司） そうです。入札はわかっとる

でね。 

○副委員長（浅田  徹） 質疑を打ち切ります。 

 討論はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（浅田  徹） 討論を打ち切ります。 

 お諮りいたします。本案は、原案のとおり可決す

べきものと決定してご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（浅田  徹） ご異議なしと認めます。

よって、第５１号議案は、原案のとおり可決すべき

ものと決定しました。 

 次に、第５４号議案、豊岡市事務分掌条例及び豊

岡市行政改革委員会条例の一部を改正する条例制

定についてを議題といたします。 

 当局の説明を求めます。 

 井上政策調整課長。 

○政策調整課長（井上 靖彦） １００ページをごら

んください。第５４号議案、豊岡市事務分掌条例及

び豊岡市行政改革委員会条例の一部を改正する条

例制定についてご説明申し上げます。 

 この条例は、行政改革の取り組みに関して、財政

に関する改革の取り組みをより明確にするため、条

例中、行政改革と表記していた部分を行財政改革に

改めようとするものです。 

 １０３ページをごらんください。新旧対照表のほ

うでご説明をさせていただきます。 

 まず、豊岡市事務分掌条例の一部を改正するもの

ですが、政策調整部の分掌事務中、行政改革とある

のを行財政改革とするものでございます。 

 次に、１０４ページをごらんください。こちらは、

豊岡市行政改革委員会条例の一部を改正するもの

で、豊岡市行政改革委員会の名称を豊岡市行財政改

革委員会へ、当委員会の所掌事務を行財政改革に関

する大綱及びその実施計画の策定に関すること、同

じく、進行管理に関することとするものでございま

す。 

 説明は以上です。 

○副委員長（浅田  徹） 説明は終わりました。 

 質疑はありませんか。 

 椿野委員。 

○委員（椿野 仁司） ちょっと２つお聞きします。 

 行革から行財政改革に変わりました。２５日には

第４７回の行財政改革委員会があるんですよね。こ

の間、ご案内いただいたんです。この行財政改革の、
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２つっていうか、ごめんなさい、質問は２つ。１つ

は、今後、一般質問もいろいろとあったんで中身わ

かるんですけれども、メンバーはこのたびかわるの

かかわらないのか。そのまま、４７回ということは

もう相当な数をこなしておられるんだけど、このメ

ンバーはかわるのかかわらないのか、それ、お願い

します。 

○副委員長（浅田  徹） いいですか、それで。 

○委員（椿野 仁司） はい。 

○副委員長（浅田  徹） 課長。 

○政策調整課長（井上 靖彦） まず、６月２５日に

次の委員会を予定しておりますが、これは行政改革

委員会ということで開催するということにしてお

ります。 

 それと、委員で……（「いや、そうだったか」と

呼ぶ者あり）済みません……（発言する者あり）済

みません。委員ですけれども、１１名いらっしゃい

まして、今のところかえる予定とはしておりません。

現行のままの委員で協議をしていただくというこ

とにしております。 

○副委員長（浅田  徹） 椿野委員。 

○委員（椿野 仁司） ごめんなさい、私の手帳には

行財政改革委員会って書いちゃったので、ごめん、

早とちりでした。 

 それから、委員さんなんだけど、別に委員さんが

今どなたが出てるのか私も詳しく知らないんだけ

ど、委員長、副委員長しか知らないんだけど。また

新しくこういう委員会を発足されるのに、何かこの

ままこれから委員会を開かれるんだけども、そうい

ったお申し出があるないにかかわらず、当局側とす

ればそのまま継続してもらいたいという性格なん

ですか。それとも、この際、何かご提案があるんで

すか、当局からして。 

○副委員長（浅田  徹） 井上課長。 

○政策調整課長（井上 靖彦） かえてというような

ことは考えておりません。特に新しい人という考え

も今のところはございません。既に委員の中には但

馬銀行の顧問さんでいらっしゃったり、あるいは税

理士の方でありましたり、財政のことがわかる方も

いらっしゃるというふうに認識しておりますので、

引き続き協議をしていっていただきたいというふ

うに思っております。 

○委員（椿野 仁司） はい、よろしいですよ。 

○副委員長（浅田  徹） 質疑を打ち切ります。 

 討論はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（浅田  徹） 討論を打ち切ります。 

 お諮りいたします。本案は、原案のとおり可決す

るものと決定してご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（浅田  徹） ご異議なしと認めます。

よって、第５４号議案は、原案のとおり可決すべき

ものと決定しました。 

 次に、第５５号議案、豊岡市市税条例等の一部を

改正する条例制定についてを議題といたします。 

 当局の説明を求めます。 

 安達税務課長。 

○税務課長（安達  央） それでは、１０５ページ

のほうをごらんいただけますでしょうか。第５５号

議案、豊岡市市税条例の一部を改正する条例制定に

ついて説明をさせていただきます。 

 本案につきましては、地方税法等の改正に伴いま

して、個人市民税非課税措置対象者の拡大、軽自動

車税の環境性能割の税率の特例の創設、法人市民税

のシステム障害発生時の電子申告の措置等、所要の

改正を行うものでございます。 

 改正の内容につきましては、１１４ページに条例

案要綱をつけておりますので、こちらのほうで説明

をさせていただきます。よろしいでしょうか。１１

４ページの条例案要綱、１、改正の内容の（１）の

アからでございます。そのアにつきましては、個人

住民税の非課税措置があるわけですけども、その対

象に児童手当の支給を受けておられ、一定の所得要

件、前年の合計所得金額が１３５万円ということに

なりますが、その条件を満たしたひとり親の方を加

えるということでございます。 

 次のイにつきましては、アの措置をしたことに伴

いまして、給与支払報告書ですとか公的年金報告書
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にその旨を記載していただくということを規定さ

せていただいております。 

 ウにつきましては、軽自動車税の、これは環境性

能割というものですけども、令和元年１０月１日か

ら令和２年９月３０日までの間に排ガスの性能、そ

れから燃費の性能にすぐれた自家用のものを取得

された場合、税率を軽減するということを定めさせ

ていただいております。税率の軽減につきましては、

２％とさせていただいてるものを１％、１％のもの

を非課税ということで軽減をさせていただきます。 

 エにつきましては、環境性能割のその賦課徴収の

基準につきましては、国土交通大臣の認定に基づく

ものということにさせていただいております。 

 オですけども、軽自動車税、従来からあるほうの

軽自動車税に関係する分ですが、種別割ということ

に今回からなります。それにつきまして、排ガス性

能、また、燃費性能にすぐれた軽自動車に対する軽

減を取得の翌年度に限る特例を定めたものでござ

います。ガソリン車にありましては令和２年までの

取得、それから電気自動車、天然ガス自動車につい

ては令和４年までの取得について適用対象とさせ

ていただいております。 

 次に、（２）のアですけども、これにつきまして

は、法人市民税の申告、これは電子申告が原則とい

うことに現在なってきておるんですけども、障害、

故障等がありましたときに電子申告ができないと

いうケースもございます。そのときに、書面による

申告ができるという旨を定めさせていただいてお

ります。 

 ２の附則のほうですけども、それぞれの施行期日

を定めることを規定し、あわせて、施行に伴う経過

措置を定めさせていただいております。 

 次の１１５ページから１４３ページ、長いですけ

ども、新旧対照表を添付させていただいております

ので、またご清覧いただきますようにお願いします。

以上です。 

○副委員長（浅田  徹） 説明は終わりました。 

 質疑はありませんか。 

 村岡委員。 

○委員（村岡 峰男） よくわかったようでわからん

もんでお尋ねをするんですが、（１）のアなんです

けども、現に児童扶養手当を受給してるっていうの

は一定の所得要件がありますね。その諸条件を満た

してる、したがって、児童扶養手当をもらってます。

ところが、その下にある、どちらかが婚姻していな

い、あるいは配偶者の生死が明らかでないっていう

のは、これは、これまでは、この条例のつくるまで、

現在ですね、現在はどうなんですか。生死が明らか

でない者は非課税にはならなかったということで

すか。その辺だけちょっと教えて。 

○副委員長（浅田  徹） 安達課長。 

○税務課長（安達  央） これまでは、これに対応

するものとしまして、寡婦の制度がございました。

寡婦は法律婚を前提としております。ですので、婚

姻された方が離婚される、死別されるという条件で、

その死別されるときに行方不明とかも入ってくる

わけですけども、そのときに扶養があるかどうかと

いう要件なり所得の要件なりでこの非課税の対象

に持ってくるということになっておりました。新し

く入ってくるこの部分につきましては、法律婚では

ない状態でひとり親の方がおられる、このときに新

たにこの分を、同じような状況ですので、適用しよ

うということから始まった制度でございます。よろ

しいでしょうか。 

○副委員長（浅田  徹） 村岡委員。 

○委員（村岡 峰男） ということは、いわゆる低所

得者っていうんか、救済の幅が実態に即してされる

ようになるというふうに理解してええんかな。 

○副委員長（浅田  徹） 安達課長。 

○税務課長（安達  央） 細かい部分では、法律婚

とそうでない場合っていうのは違いがございます。

この今のひとり親の方につきましては、事実婚の状

態は対象外というようなことにもなってくるんで

すが、寡婦のほうにはそういった規定はもともとご

ざいませんので、その部分っていうのは違いますけ

ども、婚姻されてるかどうかということにかかわら

ず、ひとり親の状態になられて、低所得の方を救済

するという意味では、範囲を広げさせていただくと
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いうことになります。 

○副委員長（浅田  徹） 村岡委員。 

○委員（村岡 峰男） じゃあ、もう一つ確認で、婚

姻しとるかどうか、あるいはそうじゃないかってい

うことで幅が広がるんだけども、それでもまだ救済

できない親子関係っていうのはあるんですか。 

○副委員長（浅田  徹） 安達課長。 

○税務課長（安達  央） いろんな状況というのは

ございます。どこを想定されてるかによりますけど

も、今、規定させていただいておるのは、ひとり親

でお子さん育てておられるような家庭ということ

で、それが法律の中にあったか外にあったかという

ことの差をなくして適用しようとするのが一番大

もとにありますので、基本的にはそこを広げたとい

うことで、さらに詳細な部分で、どこがその対象に

なってるかなってないかいうことについてはちょ

っと私どもで承知はいたしておりません。 

○副委員長（浅田  徹） 村岡委員。 

○委員（村岡 峰男） もう一つだけ。現に婚姻して

るかどうかっていうことは問わないと。したがって、

過去に結婚したかどうかということも含めて問わ

ないということですから、こういう状態に親子関係

あるのは全て救えるように、どうぞよろしくお願い

します。 

○副委員長（浅田  徹） ほかにはありませんか。 

○委員（芦田 竹彦） ちょっと１点だけ、済みませ

ん。 

○副委員長（浅田  徹） 芦田委員。 

○委員（芦田 竹彦） 改正内容のウのところで、先

ほど聞き漏らしちゃったか、確認の意味でもちょっ

と質問させていただきます。軽自動車税の環境性能

ということで、これ、本年度の１０月１日からとい

うことは消費税増税に合わせてという感じなんで

すが、先ほどの環境性能割の２％から１％に軽減と。

１％の人はゼロってちょっと聞いたんですけど、そ

れで間違いないんでしょうか。 

○副委員長（浅田  徹） 安達課長。 

○税務課長（安達  央） 環境性能割につきまして

は、本則では３％となっておるんですが、これは

２％に定められておりまして、さらに性能の優秀な

ものについては１％非課税ということが規定され

ております。その規定されている中でも、２０２０

年度の燃費性能基準で一応判断することになって

おるんですけども、それが達成されたものっていう

のは２％にさせていただく、さらにそれを１０％上

回ってる場合には１％になるという規定がござい

ます。それをこの１０月から来年の９月までの間、

１年間の取得に関しましてはさらに１％ずつを軽

減させていただくということで、２が１、１が非課

税というふうに説明をさせていただきました。 

○副委員長（浅田  徹） よろしいでしょうか。 

○委員（芦田 竹彦） 理解しました。ありがとうご

ざいました。 

○委員（椿野 仁司） いいですか。 

○副委員長（浅田  徹） 椿野委員。 

○委員（椿野 仁司） ちょっと幼稚な質問で悪いん

だけど、今の、幼稚っていうか、ごめん、私が知ら

ないだけなの。条例要綱のオのところで、電気自動

車、天然ガス自動車等にあってはってあるの、天然

ガス自動車ってプロパンガス自動車のことになる

んでしたっけ。プロパンガスって言うのは、タクシ

ーの何かでプロパンガスをやってる。天然ガスって

いったら都市ガス。どっち、これ。ようわからへん。。

幼稚な質問で悪いんだけども、プロパンはここには

入らないっていうことですか。 

○副委員長（浅田  徹） 安達課長。 

○税務課長（安達  央） そうです。天然ガスとい

うことになっておりまして、おっしゃられてる、も

ともと天然ガスでないプロパンガスの場合とかが

あります。そういったものについては、ここには入

ってございません。 

○委員（椿野 仁司） 入ってない。（「はい」と呼

ぶ者あり） 

○副委員長（浅田  徹） よろしいか。 

○委員（椿野 仁司） いや、それで、ちょっと待っ

て。いいですか。ちょっと委員長、いいですか。 

○副委員長（浅田  徹） 椿野委員。 

○委員（椿野 仁司） 天然ガス車っていうのは豊岡
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にあるんですか。いや、僕、ようわかんないんだけ

ど、そういう車があるんかどうか。私はちょっとわ

かんないんで、わかってたら教えてください。 

○副委員長（浅田  徹） 安達課長。 

○税務課長（安達  央） 全てものをちょっと調べ

たわけではございません。ただ、私どものほうで課

税した状況等の記憶だけでいきますと、現在、登録

なかったんではないかなと思っております。 

○委員（椿野 仁司） 届け出はない。 

○委員（芦田 竹彦） ちょっと私が答えたらええか

な。いいですか。 

○副委員長（浅田  徹） 芦田委員。 

○委員（芦田 竹彦） ＮＧＶを前職で所有してまし

たので、実は天然ガス車はあるんです。あって、た

だ、充填機が当然要りますので、その充填機はガス

会社しか今のとこないですね。だから、県の出先機

関と、それから一部会社しか今のところ持ってない

んやけども、天然ガスは当然Ｃ、カーボンが少ない

んで環境性能がいいわけですね。プロパンはＣ３Ｈ８

ですから、天然ガスから比べたら３倍のカーボン出

すんでということもあって、天然ガスのほうが環境

性能には優しいということにはなります。私が答え

ていいかな。 

○副委員長（浅田  徹） 今のは質問じゃないわな。 

○委員（芦田 竹彦） 質問じゃない。 

○委員（椿野 仁司） わかりました。 

○副委員長（浅田  徹） じゃあ、もうこれで質疑

は打ち切ります。 

 討論はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（浅田  徹） それでは、お諮りいたし

ます。本案は、原案のとおり可決すべきものと決定

してご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（浅田  徹） ご異議なしと認めます。

よって、第５５号議案は、原案のとおり可決すべき

ものと決定いたしました。 

 次に、第５９号議案、豊岡市火災予防条例の一部

を改正する条例制定についてを議題といたします。 

 当局の説明を求めます。 

 予防課長。 

○予防課長（丸谷 正人） 議案書の１６３ページを

ごらんください。第５９号議案、豊岡市火災予防条

例の一部を改正する条例制定につきましてご説明

申し上げます。 

 本案は、不正競争防止法等の改正に伴い、工業標

準化法なる法律名を産業標準化法へ、日本工業規格

という名称が日本産業規格に改められたことから、

当該改正を反映させるものでございます。また、住

宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定

に関する基準を定める省令が改正され、消防法第９

条の２第２項において、住宅用防災機器の設置及び

維持に関する基準その他住宅における火災の予防

のために必要な事項は政令で定める基準に従い、市

町村条例で定めるとされていることから、住宅用防

災警報機等の設置の免除に係る規定について、所要

の規定の整備を行うものでございます。 

 内容については、１６５ページの条例案要綱で説

明させていただきます。１６５ページの条例案要綱

をごらんください。１の（１）につきましては、不

正競争防止法等の改正が行われ、工業標準化法が産

業標準化法に変わり、標準化の対象にデータ、サー

ビス、経営管理等が追加されまして、日本工業規格、

通称ＪＩＳ規格ですけれども、これが日本産業規格、

ＪＩＳ規格に改められたため、条例において、避雷

設備の基準に引用している規格の名称を改めるも

のでございます。 

 １の（２）につきましては、住宅用防災機器の設

置及び維持に関する条例を制定する際の基準とな

る省令の改正が行われ、特定小規模施設において、

住宅となる部分に国の定める技術上の基準に従い、

またはその技術上の基準の例により、特定小規模施

設用自動火災報知設備を設置したときには、住宅用

防災警報機等の設置免除が可能であることを規定

として加えるものでございます。 

 次に、２の附則でございますが、この条例は、公

布の日から施行することといたしております。 

 １６６ページから１６７ページに、新旧対照表を
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添付しておりますので、後ほどご清覧ください。 

 説明は以上です。 

○副委員長（浅田  徹） 説明は終わりました。 

 質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（浅田  徹） 質疑を打ち切ります。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（浅田  徹） お諮りいたします。本案

は、原案のとおり可決すべきものと決定してご異議

ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（浅田  徹） ご異議なしと認めます。

よって、第５９号議案は、原案のとおり可決すべき

ものと決定いたしました。（「休憩」と呼ぶ者あり） 

 それでは、委員会を暫時休憩いたします。じゃあ、

再開は１０時４０分ということで、１０分間休憩を

とります。 

   午前１０時３０分 委員会休憩 

──────────────────── 

   午前１０時４０分 分科会開会 

○副分科会長（浅田  徹） それでは、これより分

科会を開会をします。 

 これより３の協議事項、（１）付託・分担案件の

審査について、分科会審査に入りたいと思います。 

 まず、報告第４号、専決処分したものの承認を求

めることについて、専決第６号、平成３０年度豊岡

市一般会計補正予算（第１３号）を議題といたしま

す。 

 報告第４号、専決第６号中、当分科会に審査分担

されましたのは、当所管事項に係る歳入歳出予算補

正及び地方債補正についてであります。 

 当局の説明は、財政課から一括して行っていただ

きたいと思います。 

 畑中財政課長。 

○財政課長（畑中 聖史） それでは、議案書の１５

ページをお願いいたします。報告第４号の専決第６

号、平成３０年度一般会計補正予算の１３号でござ

います。 

 これらにつきましては、地方自治法の規定により、

議会を招集する時間的余裕がないということで、３

月２９日付で専決処分をしたものでございます。今

回の補正につきましては、歳入歳出それぞれ１億１

９９万４，０００円を追加して、総額、歳入歳出そ

れぞれ４７３億２，１９９万４，０００円とするも

のでございます。 

 当委員会に関係する予算でございますが、歳出に

つきましては、基本的に市債の借入額の確定等によ

る財源更正でございます。３６ページをごらんいた

だきたいと思います。３６ページの一番上、基金管

理費でございます。財政調整基金の積立金が１億円

でございますが、これは専門職大学に対して行う８

億円の寄附に備えまして、今年度から基金の積み立

てを行っていくということで、１億円の積み立てと

しております。 

 また、その下に土地開発基金繰出金がございます

が、土地開発基金の保有地につきまして、資材置き

場として貸し付けたことによりまして、予定のなか

った運用収入が発生しております。その額につきま

して、基金に積み立てるため、歳入歳出同額補正を

行っておるものでございます。 

 続きまして、歳入についてご説明させていただき

ます。２５ページまで戻っていただきたいと思いま

す。２５ページの一番上が当委員会にかかわります

ものですけれども、一番上段の地方揮発油譲与税か

ら、ずっと行きまして、２９ページの最上段に交通

安全対策特別交付金がございますが、これが財政課

所管の歳入でございます。それぞれ交付額が確定い

たしましたので、今回、補正をいたしてるところで

ございます。 

 その中で、２８ページをごらんいただきたいと思

います。２８ページの最下段に、地方交付税がござ

います。この中で、普通交付税ですが、２，３５１

万３，０００円補正しておりますが、これは調整額

が追加交付されたことにより増額しているもので

ございます。 

 また、その下の特別交付税３億１，６３４万１，

０００円を増額しておりますが、総額で特別交付税
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２５億１３４万１，０００円となりまして、前年度

と比較しまして１億１，８００万円余りの減とはな

っておりますけれども、全国で２１位の交付額とい

うような状況でございます。 

 ２９ページ、３０ページをごらんいただきたいと

思います。中段になりますが、県支出金の総務費県

補助金ですが、こちらも市町振興支援交付金の確定

により増額を行っておるものでございます。 

 それから、３０ページ、下から２番目の財政調整

基金繰入金の減額ですが、平成３０年度当初予算で

は、一般財源の不足分として基金から１２億円繰り

入れる予算計上を当初でしておりました。３月補正

におきまして、９億２，０００万円減額して、今回

の専決予算で２億８，０００万円が残っておるとこ

ろですけれども、２億３，０００万円を減額させて

いただきまして、これにより、１２億円計上してお

りました繰り入れは５，０００万円だけ繰り入れる

というような状況となっております。 

 続きまして、３１ページが市債でございますけれ

ども、当委員会関係分としましては、３２ページの

１行目にあります庁舎整備事業債、日高庁舎と上か

ら６段目にございます消防費の消防防災施設整備

事業債、消火栓でございますが、これが当委員会が

所管する分の市債ということになってございます。 

 なお、１９ページ、２０ページに、地方債補正と

いうことで廃止及び変更を計上させていただいて

おりますけど、今、申し上げました市債の説明と重

複しますので、省略をさせていただきたいと思いま

す。 

 説明は以上でございます。 

○副分科会長（浅田  徹） 説明は終わりました。 

 質疑はありませんか。 

 村岡委員。 

○委員（村岡 峰男） 今、ほとんど最後のほうで説

明があった財政調整基金繰り入れの関係なんです

が、３０年度、予算がないと、金がないということ

で１２億円の基金活用をしたけども、結果的には５，

０００万円で済んだということに対する評価って

いうんかな、市長はもう口を開けば、金がないと。

この言葉、３１年度、元年度も同じ状態で、３１年

度が１６億円だったかいないうことを言っとんで

すけども、１２億円でもうきゅうきゅうだと言って

いたのが５，０００万円で済んだって、非常にあり

がたいことなんだけど、その辺のちょっと見解だけ

聞かせてもらえんかなと思うんですが。 

○副分科会長（浅田  徹） 畑中課長。 

○財政課長（畑中 聖史） 市長が再三申し上げてる

ように、１０億円程度であれば何とか繰り入れをせ

ずに済むというような話を再三されておりますけ

れども、今回、１２億円のうち５，０００万円とい

うことで、やはり１２億円丸々は無理だったかなと

いうのは正直なところと思っております。したがい

まして、３１年度当初予算で１６億円というのはや

はり４億円、５億円ぐらいは無理なのかなというよ

うな、現時点ではそのような感想を持っておるとこ

ろでございます。以上でございます。 

○副分科会長（浅田  徹） 村岡委員。 

○委員（村岡 峰男） 結果論で物言ったらいかんな

とは思うんですけども、１２億円予定したけども５，

０００万円で済んだんだから、そんなに厳しく、金

がねえ、金がねえ言うないやということが、正直、

言いたいわけです。ですから、予算組む段階と決算

の段階で当然変わってくるのは変わってくるんだ

けども、私は、厳しさっていう点ではあるけども、

余りようけ言わんほうがええなと、言い過ぎんほう

がええのになということを言いたいだけです。 

○委員（椿野 仁司） 訴えだけで終わりました。 

 いいの、村岡さん。 

○委員（村岡 峰男） はい、いいですよ。 

○委員（椿野 仁司） ちょっといいですか。 

○副分科会長（浅田  徹） 椿野委員。 

○委員（椿野 仁司） 今の専門職大学の８億円で、

今回、補正で土地開発基金に繰り出ししてる１億円

なんだけども……（「うん」と呼ぶ者あり）１億円。

違った、わしがどこ見とるだ。（「別物や、別物」

と呼ぶ者あり）財調ね。でも、土地開発基金繰出金

って書いてある。（「とは違う。別物、別物や」と

呼ぶ者あり）違うんか。基金管理費のうちの１億円。 
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 それで、こういうやり方っていうのは、僕は制度

上のことよくわからないんだけど、こういうやり方

をして、その先どういうふうな形に変わっていくの

か、この行く先はどうなるのかちょっとよくわから

ない。どういうふうな基金管理を、１億円をいって、

あと８億円のうちの１億円ですよね。だから、どう

いうふうな、これから運用の仕方をしていくのかな

ってとこら辺がちょっとわからないんだけど、こう

いうやり方を今までしてましたっけ、いろんなこう

いうことに関しては。 

○副分科会長（浅田  徹） 畑中課長。 

○財政課長（畑中 聖史） いわゆる特目基金という

ような形できっちり使い道を分けてる基金はその

基金に積み立てを行って、必要額があれば繰り入れ

てというようなことをしておるわけですけども、そ

こまで、基金を創設するまでもないという言い方は

ちょっと語弊があるかもしれませんけども、そうい

ったものについては、財政調整基金の中で、こっち

側での内部での管理になりますけれども、この分で

今１億円積み立てた残高、今回１億円というような

管理をしながら、色がつけられないかわりに内部で

の管理を行って、積み立てを行い、必要な時期が来

たらその分を繰り入れる、あるいは先に繰り入れが

あれば所要額が積み立てられるまで積み立ててい

くと、そういったような管理をしていきたいという

ふうに考えております。以上です。 

○副分科会長（浅田  徹） 椿野委員。 

○委員（椿野 仁司） それでいいんだろうけども、

そういうことすることに制度上の何か問題は全く

ないんですか。別に問題ない。 

○副分科会長（浅田  徹） 畑中課長。 

○財政課長（畑中 聖史） 制度上の問題点というの

は、特段、問題ないというふうに認識してやってお

るとこでございます。 

○委員（椿野 仁司） 質問しとる側もちょっとよう

わからへんし、また後で聞きますわ。 

○副分科会長（浅田  徹） ほかにございませんか。 

○委員（村岡 峰男） 今の関連で１つだけ、ほんな

ら。 

○副分科会長（浅田  徹） 村岡委員。 

○委員（村岡 峰男） ことし１億円を積みました。

したがって、８億円になるまで積んで、８億円にな

ったっていうんか、その時点で寄附をすると、対県

だったかな、運営の、というお金ですね、これは。

確認だけ。 

○副分科会長（浅田  徹） 畑中課長。 

○財政課長（畑中 聖史） ８億円の寄附の時期です

とか、一括あるいは分割というようなこと、まだ全

然決まっておりませんので、８億円が先に出る可能

性というのもあろうかと思います。いずれにしても、

積み立ては８億円をやっていきたいというように

考えているとこでございます。以上です。 

○副分科会長（浅田  徹） それでは、質疑を打ち

切ります。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副分科会長（浅田  徹） 討論を打ち切ります。 

 お諮りいたします。本件は、承認すべきものと決

定してご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○副分科会長（浅田  徹） ご異議なしと認めます。

よって、報告第４号、専決第６号は、承認すべきも

のと決定しました。 

 次に、報告第５号、平成３０年度豊岡市繰越明許

費繰越計算書についてを議題といたします。 

 報告第５号中、当分科会に審査を分担されました

のは、所管事項に係る部分についてでございます。 

 当局の説明を求めます。 

 畑中財政課長。 

○財政課長（畑中 聖史） ５７ページをごらんいた

だきたいと思います。報告第５号、平成３０年度繰

越明許費繰越計算書でございます。平成３０年度か

ら令和元年度に繰り越した額、こちらが確定しまし

たので、今回ご報告するものでございます。 

 ６０ページ、６１ページをごらんいただきたいと

思います。３月補正の段階におきまして、繰越明許

費としてお認めいただいた分ですが、合計３８事業

ありまして、一番下段の真ん中あたりっていいます
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か、６１ページの一番左になりますが、翌年度繰越

額でございます。２７億９，３００万３，０００円

でございます。 

 この中で、当委員会所管する事業でございますが、

５８ページ、５９ページをごらんいただきたいと思

います。９款の消防費の情報通信設備管理費４３２

万円でございます。こちらは、消防本部所管事業で

ございまして、高機能指令台の修繕に係るものでご

ざいます。 

 それから、その下でございますが、消火栓管理費

で２５０万円、これは、消火栓の新設改良の工事の

負担金で、防災課所管事業となっております。 

 説明は以上でございます。 

○副分科会長（浅田  徹） 説明は終わりました。 

 質疑はありませんか。 

○委員（村岡 峰男） ここは消防費だけか。 

○副分科会長（浅田  徹） これだけですね。 

○財政課長（畑中 聖史） はい、当委員会は。 

○委員（村岡 峰男） ああ、そうか、総務費は違う

とこのか。 

○副分科会長（浅田  徹） じゃあ、質疑を打ち切

ります。 

 討論はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副分科会長（浅田  徹） 特にご異議ございませ

んので、報告第５号は、了承すべきものと決定いた

しました。 

 次に、第６０号議案、令和元年度豊岡市一般会計

補正予算（第１号）を議題といたします。 

 第６０号議案中、当分科会に審査を分担されまし

たのは、所管事項に係る歳入歳出予算補正について

であります。 

 当局の説明は、財政課から概要説明を、その後、

組織順で各担当課から歳出及び歳入を一気にご説

明をお願いしたいと思います。 

 それでは、順次説明をお願いします。 

 財政課長。 

○財政課長（畑中 聖史） それでは、１６８ページ

をごらんください。第６０号議案、令和元年度一般

会計補正予算（第１号）でございます。今回の補正

につきましては、歳入歳出それぞれ３，８０２万１，

０００円を減額し、総額を４６６億１，８９７万９，

０００円とするものでございます。 

 当委員会に関しまして、歳入でございますが、１

８０ページをごらんいただきたいと思います。今回

の補正の財源としましては、上から３段目にござい

ます財産収入の土地売り払い収入を２，９７６万３，

０００円増額し、同じページの最下段にあります財

政調整基金繰入金を１億８，５００万円減額するこ

となどにより、一般財源を調整いたしております。

土地売り払い収入につきましては、城崎町湯島の土

地が売却できたことにより増額補正するものでご

ざいます。 

 概要につきまして、私のほうからは以上でござい

ます。 

○副分科会長（浅田  徹） 井上政策調整課長。 

○政策調整課長（井上 靖彦） １８４ページをごら

んください。最上段になります。人件費１４万６，

０００円、行革推進事業費５万３，０００円、合計

１９万９，０００円でございます。これは、当初予

算で３回の開催を予定していました行政改革委員

会をさらに３回ふやし、今年度中に第４次行財政改

革を前倒しして策定したいというふうに考えてお

ります。３回の委員会開催に伴う委員報酬、旅費、

資料送付に係る費用等を上げております。以上です。 

○副分科会長（浅田  徹） 原田防災課長。 

○防災課長（原田 泰三） 続きまして、１９０ペー

ジをごらんください。１８９、１９０ページでござ

います。消防費のところに災害対策費というのがご

ざいまして、その中に、災害対策事業費というのが

防災課所管でございます。報償金、報償費、会場借

り上げ料ということで６０万円を歳出として計上

をしております。これにつきましては、兵庫県のほ

うが中心になって行います災害時要配慮者支援に

係る防災と福祉の連携促進モデル事業というもの

を兵庫県から３０万円の補助金をいただきまして、

豊岡市で福祉と防災が連携して要配慮者、災害時の

要援護者の方々の避難支援にまつわる個別支援計
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画を作成するというものに使うもの３０万円、それ

からもう一つが、同じく、兵庫県から補助金を３０

万円いただきまして、マイ避難カードの作成をまず

取っかかりとして、一部の地域でモデル的に実践を

するという事業でございます。 

 その分の歳入のほうの説明のほうをさせていた

だきます。１７７ページ、１７８ページあたりでご

ざいます。特に１７８ページの一番最下段のところ

に、歳入といたしまして、災害対策費補助金という

ものがございます。先ほど説明しました６０万円そ

のものが兵庫県のほうから歳入として各３０万円

ずつ入ってくるというものでございます。以上でご

ざいます。 

○副分科会長（浅田  徹） 中地消防本部総務課参

事、お願いします。 

○消防本部総務課参事（中地  修） １８９ページ、

１９０ページをごらんください。中段の表、常備消

防費の説明欄にあります一般管理費の消耗品費に

つきましては、平成３１年度新規採用職員１名増員

に係ります被服を購入するものでございます。増員

となった理由につきましては、２月末日で職員１名

が退職したことから、補充を行ったものでございま

す。以上でございます。 

○副分科会長（浅田  徹） それでは、説明は終わ

りました。 

 質疑はありませんか。 

 足田委員。 

○委員（足田 仁司） ちょっとよく知らなかったん

ですけど、１７８ページのだけじゃなしに、ここに

書いてあるマイ避難カードというのは具体的には

どんなものか教えてください。 

○副分科会長（浅田  徹） 原田課長。 

○防災課長（原田 泰三） このマイ避難カードとい

うのは、個人個人の方々がいつ、誰とどこに避難す

るというのを、今、豊岡でやってる個別支援計画の

ようなものの全市民版というもので、その取り組み

をまずモデル地域として幾つかの地区で始めてい

こうというものでございます。要は、要援護者のみ

ならず、一般の方々もあらかじめそういったことを

決めておくというようなことを進めていかなくて

はならないという考え方に基づくものでございま

す。 

○副分科会長（浅田  徹） 足田委員。 

○委員（足田 仁司） カードという名称は、小さい

免許証ぐらいの大きさの携帯できるものと考えた

らいいですか。 

○副分科会長（浅田  徹） 原田課長。 

○防災課長（原田 泰三） まだ具体的にこの形とい

うのの仕様というのは特段決めてないんですけど

も、今、議員おっしゃられました、要は平時は例え

ば冷蔵庫に張ったりとか玄関のとこに掲示をしと

いてとか本人が持っといてっていうようなことに

もなりますし、災害のときはどこに避難するってい

うようなことで、それを確認をして、避難をすると

いうことになりますので、いずれも余り大きなもの

ではなくて、ある程度小さくてコンパクトにまとま

って、そういった最低限のことが書けるというよう

なカードということになります。以上です。 

○副分科会長（浅田  徹） ほかにございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副分科会長（浅田  徹） それでは、質疑を打ち

切ります。 

 討論はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副分科会長（浅田  徹） 討論を打ち切ります。 

 お諮りいたします。本案は、原案のとおり可決す

べきものと決定してご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○副分科会長（浅田  徹） ご異議なしと認めます。

よって、第６０号議案は、原案のとおり可決すべき

ものと決定しました。 

 以上で委員会に付託、また、分科会に分担されま

した議案に対する審査は終了いたしました。 

 ここで、委員の皆さん、当局の皆さんから何かご

ざいましたら、発言をお願いします。 

 清水委員。 

○委員（清水  寛） 済みません、総務委員会に関

係する内容ということで２点ちょっとお尋ねした
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いことがあるんですけども、一遍に言ったほうがい

いんですかね。これ、一遍に。 

 １つは、選管にお尋ねをするんですけども、１８

歳から選挙権がということの話がありました。今回

の議会の中でも質問があったんですけども、そのご

答弁をいただいた内容は当然、承知の上で質問なん

ですけども、あわせて、若年層の政治への関心が非

常に低くなっているということが現実あると思いま

す。その中で、より関心を向上させるための取り組

みということで、これは当然、我々議会側も同じく

していく必要もあるんですけども、それぞれがそれ

ぞれに活動するんではなくて、一体で取り組んでい

くというようなことを考えてみてはどうかと思うん

ですけども、それについてのお考えなりを聞かせて

もらえたらと思います。 

 もう１点は、広報に関することでのご質問なんで

すけども、これも議会そのものも当然、同じように

考えていってる内容でもあるんですけど、今の豊岡

市の広報、特に市の広報、紙媒体の広報と、あと、

市のオフィシャルのホームページに関してなんで

すけど、それぞれが実はなかなか一体感を感じられ

ないというような運用なのかなと思います。議会広

報の中でもいろいろと勉強会に行かせてもらった

中で、特に紙媒体の広報というのは、読んでもらう

機会をつくっていくという意味では、よりビジュア

ル化をしていきなさい、特にグラフとか、わかりや

すい形の紙面構成をしていくことで、より読んでも

らえるような形ができるというようなお話も聞き

ました。その部分でいえば、今の豊岡市の広報とい

うのは膨大な文字と膨大な情報に埋め尽くされて

るというのが現実だと思います。逆に、ホームペー

ジに関しても、本来のホームページの形というもの

からすると、もっと生かしていく方法があるのかな

と思います。特に情報は無限に入れることができる

わけですし、それをより整理して、より深く、より

速くっていうことがホームページそのものの持っ

てる特質だと思います。そういう意味では、紙媒体

の広報紙といわゆる市のホームページというもの

をよりメディアミックスといいますか、親和性を高

めた取り組みというのを考えてみてはどうかなと

思うんですけど、それについてのちょっと所見を伺

いたいと思います。この２点をお願いします。 

○副分科会長（浅田  徹） 宮岡選管・監査事務局

長。 

○選管・監査事務局長（宮岡 浩由） 若年層への政

治的な関心を持っていただく取り組みなんですが、

改正の公職選挙法が公布されたのが平成２７年６

月１９日でございました。それから約１年間かけて、

市内の高校、豊岡高校、近大附属高校、豊岡総合高

校に出前授業に出向かせていただいております。た

だ、その出前事業の取り組みも、そろそろちょっと

やり方を変えるべきかなということは感じており

ます。 

 あわせまして、この地域、但馬地域では、特に投

票行動を促す重要な要素の一つといたしまして、地

縁であるとか血縁、いわゆるパーソナルネットワー

ク、こういうものが必要だと感じております。とい

うことは、身近な人に声をかけていただいたら投票

にも行きやすい、身近な人が投票所に立会人の方と

してもおられたら足を運びやすい、そういう面もあ

ろうかと思いますので、議員の皆さんと一体となっ

てという取り組みであるならば、常日ごろから、折

に触れて若年層の皆さんへの声がけもお願いした

いということ。それからもう一つは、候補者の皆さ

んが訴えられている政策について、若年層がもう一

つ理解し切れていない面もあります。もちろんしっ

かりと公約、選挙公報を読んでいただければわかる

内容ではあろうとは思いますけれど、まだまだ投票

の初心者でございますので、議員の皆さんからもも

う少しそういう方々にわかりやすい説明をお願い

できれば非常にありがたいというふうに感じてお

ります。以上です。 

○副分科会長（浅田  徹） 和田秘書広報課参事。 

○秘書広報課参事（和田 征之） 広報紙とホームペ

ージの親和性についてというお尋ねについてお答

えさせていただきたいと思います。 

 市のほう、ホームページにつきましては、平成１

７年の合併当時からずっと同じもの、システムを使
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ってきておりました。その中で、１３年間たちまし

て、昨年の５月から新規の現在のホームページのほ

うに移行したところでございます。実際に問い合わ

せというのは、新システムになりましてからあった

ことも事実でございます。それに基づきまして、検

討できるものにつきましては検討し、修正もかけて

きたところでございます。今後も、さまざまなご意

見をいただいた上で、できるものにはして、調査研

究をさせていただき、よりよい市民の皆様、全国の

皆様にも見ていただけるようなホームページなり

市広報のほうにさせていただくよう努力させてい

ただきたいと思います。 

 なお、ホームページに関しましては、よりよいホ

ームページにするためには改修がかかるものとそ

うでない、運用で解決できるようなものもあろうか

と思います。運用で解決できるようなもの、例えば

操作について一定のルールを設けて、それを市役所

の職員で研修をしたりということも今後検討でき

たらなというふうに思っております。以上でござい

ます。 

○副分科会長（浅田  徹） 清水委員。 

○委員（清水  寛） それぞれありがとうございま

す。 

 選管の部分に関しては、特に我々議員にとっても

非常に深くかかわりする部分でもありますし、特に

より若い方が出てきていただきたいということも、

これは議員全ての方が思っとられることだと思い

ます。そういう意味では、我々自身もいろいろと考

えて、取り組んでいかなければならないテーマだと

思うんですけども、特に選管のほうで、生のいわゆ

る議員の声というか、政治家の声を聞いてもらうよ

うな機会というの、当然、議会側でもつくっていく

ということはあるんですけども、例えば高校生なん

かと一緒になって取り組みをされるような機会に、

こういう時期、タイミングでこういうのをするんだ

けど、もし一緒に何か参加できる方がおられたらど

うですかというような声かけを逆に投げてもらっ

てもいいのかなと思うんですけど、そういうことに

ついて、どうですか。 

○副分科会長（浅田  徹） 宮岡局長。 

○選管・監査事務局長（宮岡 浩由） そういう機会

があれば、ぜひとも私たちも力を尽くしていきたい

と思いますので、生徒さん方の要望というより、こ

れは学校の誘導も多分にあろうかと思いますので、

学校も巻き込みながら、生徒さんにそういう関心を

持っていただくような取り組みを今後、機会があれ

ばというか、機会を捉えて試みてみたいなというふ

うに考えております。以上です。 

○副分科会長（浅田  徹） 清水委員。 

○委員（清水  寛） ぜひそういう機会をどんどん

取り入れていっていただけたらと思いますし、議員

側のほうもそういう声をいただきながら、実は高校

生の声とかっていうのはひょっとすると逆に我々

のほうがよく聞いてるのかもしれないんですけど

も、学校がなかなか難しいというのは、当然このご

時世ですし、教えていかなければならないことがた

くさんあり過ぎて、プラスアルファのことっていう

のは向かえないのかなと思いますけど、やはり生徒

のほうは非常に関心を持ってる時期だと思います、

特に、今から大丈夫と言われると。そういう機会が

今後、大きくなっていく中で、このタイミングでし

てないと多分機会がないんじゃないかなと思いま

す。今の高校生の親御さんたちっていうのは、ひょ

っとすると私の世代に近いところだと思いますけ

ども、非常に投票行動が低い世代だと思いますし、

そういう意味では、親御さんからの教育というのが

なかなか不十分な現状というのがあると思います

ので、そういう意味では、教育というよりもかなり

違う視点から踏み込んでいただけたらと思います、

これはまたお願いということで。 

 広報のほうに関してなんですけど、例えばこれは

ちょっと提案というか、アイデアなんですけど、今

の広報紙の中でも、詳しくはホームページへという

ようなことがたくさん掲載としてはあるんですけ

ども、現実、ホームページのほうに行くと、その情

報にすぐに行き当たるというのは非常に難しいの

かなということで、例えば広報そのものはホームペ

ージのほうにそれぞれＰＤＦのページがばらばら
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でアップはされるんですけども、それに記載されて

いるようなもの、例えば申請書であったり、それぞ

れの各課からのお知らせの中で、今こういう取り組

みしてますよって、より詳しい情報を出してるもの

をそのページから誘導していくというようなこと

があってもいいのかなと思いますけど、その点いか

がでしょうか。現実的な運用でできることでしょう

か。 

○副分科会長（浅田  徹） 和田参事。 

○秘書広報課参事（和田 征之） 先ほども昨年の５

月から新システムに移行したということをご答弁

させていただきました。新システムの中には、全て

のページにページ番号というものが振られており

ます。そして、そのページ番号を検索できる機能も

トップページのほうにございます。今後は、親和性

ということも含めまして、広報のほうに一発で目的

とする情報にたどり着けるようなことも考えて検

討していけたらというふうに思っております。以上

でございます。 

○副分科会長（浅田  徹） 清水委員。 

○委員（清水  寛） 恐らく広報紙はなかなか今は

読まれないというようなお話は答弁の中でもたく

さん聞きますけども、やはりそういう意味では、ホ

ームページそのものが実は市の行政情報を出して

いくワンストップ、一番最初のプラットフォームに

なるのかなというふうに思います。逆に、広報紙と

いうのは、それに対するガイド版のようなすみ分け

をしていくというのも一つかと思いますし、さらに、

今はまだステップということで、これは我々議会広

報とか、そういう部分でも検討していかなければな

らないことだと思いますけども、その次のステップ

として、より市民に参加をしてもらうというような

取り組みも考えていかないといけないと思うんで

す。これは、恐らく市広報だけではなくて、議会だ

よりのほうでも検討していかないといけないテー

マだと思います。そういう何か勉強会というものが

もし仮にできるんであれば、それぞれ市の情報を発

信していくという、同じステージに立ってる者なわ

けですから、機会づくりというのがあってもいいの

かなと思うんですけども、いかがでしょうか。 

○副分科会長（浅田  徹） 和田参事。 

○秘書広報課参事（和田 征之） 市民参加というこ

とは大変よいことかなと個人的には思います。今後、

市民により見てもらえるような工夫をしながら、今

後、研究をしていきたい、そのように感じておると

ころでございます。以上でございます。 

○副分科会長（浅田  徹） 清水委員。 

○委員（清水  寛） すぐにたどり着くようなとこ

ろではないと思いますので、ぜひどんどん市民にと

ってより使いやすい、市民にとってよりよい形とい

うのを模索していきながら進めていっていただき

たいと思います。以上です。 

○副分科会長（浅田  徹） ほかにはございません

か。 

 村岡委員。 

○委員（村岡 峰男） ちょっと１つ関連して。先日、

市民の方から、議会の一般質問をインターネットで

見ておったと、ところが、見れなくなっちゃったと

いう苦情が私どもの事務所に寄せられて、その返す

中で、議会事務局のほうにまた送ったようなんです

ね。事務局でお聞きをしたら、何か１００件の契約

だから、同時に１００件を超えたら、１０１件、１

０２件の人はもう見れないと、インターネット中継、

ということのようですよというようなことを聞い

たんですけども、そういう契約なんでしょうか。わ

かりますか。 

○副分科会長（浅田  徹） はい、議会事務局。 

○事務局主幹（佐伯 勝巳） 議会のライブ中継のシ

ステムにつきましては、議会事務局のほうが担当し

ております。秘書広報課ではなくて、議会事務局で

ございます。 

 先日の一般質問初日の特に午前中でございます

けど、確かにアクセスが集中しまして、非常に見づ

らい状況になってしまいました。今、業者とも調整

しまして、施したのは画質を若干抑えて、より多く

の人にきちんと見ていただくと、ちゃんとお届けす

るっていうのを重視して、画質を抑えて提供してい

るところでございます。今後、これまでの調整結果
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を鑑みながら、一番いい状態に持っていきたいなと

しているところでございます。以上でございます。 

○委員（村岡 峰男） 済みません、わかりました。

その点は、じゃあ、よろしくどうぞお願いします。 

 もう１点、いいでしょうか。いいですか、もう１

点。 

○副分科会長（浅田  徹） はい、どうぞ。 

○委員（村岡 峰男） 一般質問の中で、何人かの方

の質問の中で、人件費にかかわって、任期つき職員

に変わるとか何かなるから、人件費、この関係で２

億何千万とか３億円近いお金が人件費でようけ要

るというような説明というのか、回答があったよう

に思うんですが、どういうことかようわからんので

す。これは臨時職員、あるいは嘱託職員の身分、給

与に関係する、そういうことなんでしょうか、ちょ

っと教えてくださいな。わからへん。 

○副分科会長（浅田  徹） 部長。部長みずからで

すな。じゃあ、成田総務部長、お願いします。 

○総務部長（成田 寿道） 人事課長来ておりません

ので、申しわけありませんが。 

○副分科会長（浅田  徹） はい、了解です。 

○総務部長（成田 寿道） 一般質問の中で出てきま

した、市長が発言された部分だと思いますけども、

会計年度任用職員制度という制度が来年の４月１

日から全国で同じパターンになってくると。それは、

今、言われる臨時職員さん、嘱託職員さんという正

規職員以外の職員さんについて、全て会計年度の任

用職員にしなさいというふうになってると。そうな

ってくると、今の状態よりも例えば条件によって退

職金が要るとか手当が要るとかいうような、今より

も、そういう条件がついてきますので、その分で、

ざっとの試算ですけども、２億５，０００万円とか

いう分が今よりもたくさん人件費としてかかって

くるというふうな試算というか、見込みがあるとい

うことを発言の中で言われたということです。で、

よろしいでしょうか。 

○委員（村岡 峰男） いいですか。 

○副分科会長（浅田  徹） 村岡委員。 

○委員（村岡 峰男） 来年の４月からいわゆる臨時

職員さん、嘱託職員全てが任期を、会計年度を決め

て雇用せんなんと。だから、臨時職員の方、例えば

３カ月の職員、臨時雇用ありますね。こんなんも任

期を３カ月、もう最初から決めて、あるいは半年、

あるいは１年という期限を決めて対応することに

よって、ほかの手当が今よりは余分に要るようにな

ると。したがって、その部分が２億５，０００万円

相当、今よりもようけ要るということですか。 

○副分科会長（浅田  徹） 成田部長。 

○総務部長（成田 寿道） 粗く言えばそういうこと

です。現在の臨時さん、嘱託さんが基本的には３時

間とか、そういう細かいところはちょっと置いとい

て、基本的にはその方たちが会計年度任用職員とい

う、そっちの制度のほうに移行されるようなことに

なると。そうなってくると、今、言われたように、

その分、少し人件費として余分に高くなる、負担が

大きくなる、市としたら、という状況があるという

ことです。 

○委員（村岡 峰男） もう一つだけ確認。 

○副分科会長（浅田  徹） 村岡委員。 

○委員（村岡 峰男） 会計年度ってことになると、

基本的に１年、会計年度、のことなんでしょうか。

例えば２年、３年という年度にまたがっての雇用も、

今まで嘱託っていうのは大体３年というように思

うんですけども、その辺もあるわけですね。 

 それと、もう一つは、そのことは、要は臨時職員、

嘱託職員にとっては労働条件の相当の改善になる

というふうに理解したらいいんですか。 

○副分科会長（浅田  徹） 成田部長。 

○総務部長（成田 寿道） 会計年度ということです

ので、４月１日から３月３１日までがそれぞれの会

計年度ということになります。が、それを３年まで

は更新できるというような制度内容にしようと、そ

の辺はそれぞれ組んでいくんですけども、いうこと

ですので、１年でもうまたゼロからやり直すという

ことにはならないような制度を今、検討しとる、国

のほうも含めてということと……（「雇用改善」と

呼ぶ者あり）まさに今の臨時職さんでしたら、日給

です。１日何千円。嘱託さんは月給。臨時さんでも
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月給の方も一部あるわけですけども、その方たちが

３５時間のパートタイマー、今、３８時間４５分と

いうのが正規の勤務時間になるんですけど、我々よ

りも少し少ない３５時間での勤務というふうにな

ります。さらに、全て月給になるというふうなこと

がございますので、その辺で見ますと、多く、はっ

きり言いまして、今よりは待遇改善されるというふ

うに認識しております。 

 もう１点だけ。一応、この件につきましては、条

例改正等も必要になってきますので、今のところ９

月議会に向けて、また議員の皆さんにもお願いさせ

ていただくようなことになる予定としておるとこ

ろです。 

○委員（村岡 峰男） はい、わかりました。 

○副分科会長（浅田  徹） この辺で、それでは、

打ち切りたいと思いますけど、よろしいですか。

（「はい」と呼ぶ者あり） 

 それでは、当局の皆さん、大変ご苦労さまでした。

ありがとうございました。 

 それでは、お引き取りをお願いします。 

 それでは、当局の皆さんが退席されましたので、

協議事項進めていきたいと思います。 

 これより（２）の意見・要望のまとめについて、

分科会意見・要望のまとめを議題としたいと思いま

す。 

 今までに分科会に審査を分担されました案件の

審査は全て終了したわけでございます。 

 ここで、分科会・意見要望として、分科会長報告

に付すべき内容について協議をしたいと思います。

何か皆さんのほうから付すべき内容についてござ

いますでしょうか。 

○委員（椿野 仁司） 村岡さん、要望出しなったん

ちゃうん。 

○委員（村岡 峰男） いや、あれは委員会だ。分科

会じゃない。 

○副分科会長（浅田  徹） 分科会。 

○委員（村岡 峰男） 委員会のほうだな、あれは。 

○副分科会長（浅田  徹） まずは、分科会意見、

分科会のほうですね。 

○委員（椿野 仁司） 今、分科会のほうの話なのか。

分科会。 

○副分科会長（浅田  徹） 分科会です。まだ分科

会、引き続き。 

○委員（村岡 峰男） 分科会はなかった。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副分科会長（浅田  徹） じゃあ、一応、今、な

しというふうな、口頭で聞きました。今回について

は、ないということで決定してよろしいですか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○副分科会長（浅田  徹） ちょっと暫時休憩しま

す。 

午前１１時２８分 分科会休憩 

──────────────────── 

午前１１時３０分 分科会再開 

○副分科会長（浅田  徹） 分科会を再開します。 

 当局から説明を受けました。それぞれ異議なしと

いうことで結審したわけですけども、じゃあ、分科

会としては、今回の補正予算ですけども、意見・要

望をつけないというふうなことでご異議なしとい

うことで認めていただいたということで決定しま

すので、よろしくご承知お願いいたします。（「は

い」と呼ぶ者あり） 

 それでは、これで分科会を閉会いたします。 

   午前１１時３１分 分科会閉会 

──────────────────── 

   午前１１時３１分 委員会再開 

○副委員長（浅田  徹） それでは、委員会のほう

を再開したいと思います。 

 それでは、委員会につきまして、次に、協議事項

の意見・要望のまとめにつきまして、委員会の意見・

要望のまとめを議題としたいと思います。 

 それぞれ、委員会につきましては、審査は終了し

ております。 

 ここで委員会の意見・要望として委員長報告に付

すべき内容について協議をしたいと思います。 

 委員長報告について、何かこれはということがご

ざいましたら発言をよろしくお願いしたいと思い

ます。 
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 はい。 

○委員（村岡 峰男） 土地開発公社について、審査

の中でも申し上げたんですけども、歴史的にも土地

開発公社の用が終わっとるという思いがします。現

に土地の所有も２件ということですので、もう解散

を真剣に検討すべきだということを意見として上

手にまとめてほしいんですけど、どうでしょうか。 

○副委員長（浅田  徹） 今の村岡委員のほうから、

先ほど委員会の中でもございました公社のいわば

解散についての検討を進めてほしいと、真剣にと、

これを付すべき内容というようなことでありまし

たけど、どうでしょうか、ほかの委員さん方。 

 それでは、今の内容をこの委員会としては一応つ

けるということで、この内容等につきましては、当

事者であります村岡さん、それから代表の私と、そ

れと事務局で案文についてはまとめさせていただ

くということでよろしいでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（浅田  徹） それでは、今、正委員長

おりませんので、そういうちょっといろいろあるか

もわかりませんけども、ご一任いただくということ

でご異議なしと認めて、そのように決定をさせてい

ただきます。 

 じゃあ、その１点でまとめるということでよろし

くお願いをしたいと思います。 

 それでは、順番をちょっと入れかえまして、４番

の報告事項、豊岡市コミュニティセンター個別施設

計画ということで、冒頭でも申し上げましたように、

コミュニティの担当の部長来ていただいておりま

す。担当課長ともに説明を受けたいと思いますので、

それぞれ資料につきましてはきょうご持参いただ

きました、事前にいただいております、豊岡市コミ

ュニティセンター個別施設計画の策定についてと

いうことでいただいております。これを用意されま

して、説明のほうを受けたいと思います。 

 じゃあ、よろしくお願いいたします。 

○地域コミュニティ振興部長（幸木 孝雄） 貴重な

お時間いただきありがとうございます。このたびコ

ミュニティセンターにおける個別施設計画がまと

まりましたので、そのご報告ということでお耳に入

れたいと思いまして、お時間をとっていただきまし

た。 

 では、早速に説明に入らせていただきます。 

○コミュニティ政策課長（土生田祐子） それでは、

豊岡市コミュニティセンター個別施設計画の概要

についてご説明をさせていただきたいと思います。 

 本計画につきましては、公共施設再編計画に基づ

いて、今後も維持継続の方向になっておりますので、

この施設について、長寿命化を目的として維持管

理・修繕等の必要な将来負担を把握して、計画的な

保全を図るために、公共施設等適正管理推進事業債

というものを活用しながら、その必要条件でありま

す個別施設計画を策定いたしましたので、よろしく

お願いいたします。 

 なお、この公共施設等適正管理推進事業債を活用

とするものは、ほかの施設、例えば学校、スポーツ

施設などもありまして、今後、順次、個別施設計画

が策定されれば、財政状況とにらみ合わせながら、

公共施設等マネジメント推進委員会などに諮るな

ど、横断的な調整を図る必要がありますので、それ

らとあわせて進めてまいりたいと思っております。 

 説明は以上とさせていただきます。 

○副委員長（浅田  徹） 説明終わり。 

○地域コミュニティ振興部長（幸木 孝雄） 済みま

せん、以前、ご説明がちょっと長いということもあ

りまして、きょうはコンパクトでいこうということ

……（「コンパクトいいですね」と呼ぶ者あり）は

い。ここに資料をおつけしておりますけど、例えば

３ページごらんいただくと耐用年数の表とかつけ

ておりまして、例えば鉄筋コンクリート造だと６０

年のものを８０年に延ばすとか、そういうことをし

まして、その下のほうに、大きな６番で、効果額と

いうことで（１）、（２）、（３）と上げておりま

す。例えば（１）ですと４９億円とか上げておりま

すが、これは現在あります施設の公共施設等の総合

管理計画といいますのが２０５５年までですので、

そのスパンで出すとこれぐらいの額になると。ただ、

この効果額というのはどのスパンでとるかによっ
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て変わってきますので、そういう程度の数字だとい

うふうにご認識いただければありがたいというふ

うに思っております。 

 冒頭に課長が申しましたとおり、これ、あくまで

コミュニティだけの個別計画ですので、これに沿っ

て整備が進むということではなしに、今後それぞれ

の施設ごとにこの計画出てきますんで、それが出尽

くした時点で全庁的な調整を図って決めていくこ

とになるんだろうというふうに考えております。以

上でございます。 

○副委員長（浅田  徹） じゃあ、説明は終わりま

したので、委員さんのほうから質問があれば。 

 暫時休憩します。 

午前１１時３８分 委員会休憩 

──────────────────── 

午前１１時４９分 委員会再開 

○副委員長（浅田  徹） 再開いたします。 

 説明をいただきました。委員会メンバーとしまし

ては、今後それぞれ個々に、個人的にいろいろとま

たお尋ねすると思います。どうもありがとうござい

ました。 

 それでは、委員会の協議事項、戻ります。３番目

の懇談会（意見交換会）についてを議題といたしま

す。 

 まずは、事務局からの説明を求めます。 

○事務局主幹（佐伯 勝巳） （３）懇談会（意見交

換会）について説明いたします。 

 まず、次第に書いてありますとおりですけども、

ア、日時は７月３１日水曜日午後１時半から２時間

程度の予定です。イ、場所はここ、第１委員会室で、

相手方はイーブンネットたじまさんです。テーマと

しましては、仮ではございますが、「男女共同参画・

ジェンダーギャップ解消の現状と課題～いきいき

と自分の人生を生きる～」としております。 

 相手方のイーブンネットたじまさんについて、少

し説明をいたします。ジェンダーギャップの解消を

テーマに意見交換するのに何か適した団体がない

かとワークイノベーション推進室に尋ねました。そ

したら、こちらの団体を推薦いただいたところです。

この団体、発足してから２０年程度の歴史を持つ団

体で、但馬全域から１８名、うち１７名が女性です。

男性が１名です。地域別にいいますと、豊岡市７名、

美方郡８名、養父市２名、朝来市１名です。会長は

新温泉町の議会の議員をされていらっしゃる女性

の方でございます。年間の活動としましては、男女

共同参画週間に伴う街頭啓発活動とか兵庫県男女

共同参画推進員但馬連絡会議の講座などをされて

るようです。来週、総会をされるということで、こ

の意見交換会を話題にされまして、参加者を募られ

るという予定になっております。ですので、ちょっ

と現時点ではどの程度の方が参加されるのかわか

っておりませんけども、ここでの開催で、座席につ

いては対話しやすいように上下のない感じ、口、片

仮名のロの形ですね、その辺をベースにして考えた

いと思っております。 

○副委員長（浅田  徹） ありがとうございます。 

 まず、ここの日時でございます。７月３１日の水

曜日、午後１時半から２時間程度と予定しているわ

けですけども、実は病院議会のほうの総務委員会が

朝から開催されまして、ちょうど私と足田委員が出

席ということで、人事の更新といいますか、結構新

しい、病院当局のそれぞれ職員の皆さんの異動とい

いますか、かなりベテランの方が退職されて、新任

の方ということで、非常に時間的には説明時間にか

かるのかなというふうなこととあわせて、ちょっと

やっぱり４時ごろまでを予定されてるということ

がありまして、この辺のそれぞれ各委員さん方、相

手方のイーブンネットたじまについても７月３１

日があいてるということだったんですけども、少し

この辺の修正をちょっとさせていただかんのかな

と、こういう思いがございます。 

 それで、もしこの７月３１日にするんであれば、

時間をちょっとずらしていただいて、午後４時ぐら

いからというふうな、１時間半程度、それか、今度

１日、２日が柳祭ということもありまして、聞きま

したら、向こうも豊岡の委員さんも多いということ

で、もしも２日に日延べするんであれば何とか午前

中で済むように時間の設定の変更も含めてちょっ
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と向こうと交渉したいなという思いがあるわけで

すけども、これについては事務局と私のほうに一任

していただきたいと思いますけども、いかがでしょ

うか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（浅田  徹） そしたら、そのように、

相手さんもあることですので、総会をこれからなさ

れるということも含めてですし、向こうも２日は何

かあいとったようにということで聞いております

ので、そのように調整させていただくということで、

３１日でできれば午後４時から１時間程度、もしも

変更ということになれば、日延べしまして、８月の

２日の、夜は花火大会ですけども、何とかその２日

の午前中に終わるような形で、変更についてちょっ

と協議を進めさせていただきます。 

 それでは、この件につきましては、ご異議なくと

いうことで決定をさせていただいたということで、

ありがとうございます。 

○委員（椿野 仁司） いや、ちょっと委員長、教え

てもらいたいんだけども、イーブンネットたじまっ

ていうのは私も初めてなんだけど、この方たちとや

ることは別にいいんですけど、但馬となったら例え

ばイーブンネット養父だとかイーブンネット神戸

だとかって、今、見とったら兵庫県立の男女共同参

画センターでイーブンっていうのがあるんだけど、

男女共同参画のことやってる、県がやっとる、この

イーブンとはまた違う、単独のもんなの。中身がわ

けわからへんで、これ。ネットで調べても、たじま

っていうの出てこないけど。 

○事務局主幹（佐伯 勝巳） もともと県の全域でつ

くったイーブンネットのうちの但馬の部分といい

ますか、支部のようなものと聞いております。 

○委員（椿野 仁司） 当日は、この会長さんってい

う方も来られるんですか。 

○事務局主幹（佐伯 勝巳） 当日、会長が来られる

かどうかちょっとまだ確認はできておりませんが、

恐らく来られると。 

○委員（椿野 仁司） わかりました。了解です。じ

ゃあ、よろしくお願いします。 

○副委員長（浅田  徹） じゃあ、この件はこの程

度にとどめたいと思います。 

 それでは、４番目の閉会中の継続審査申し出につ

いてを議題としたいと思います。 

 資料の４ページにあります委員会重点調査事項

を閉会中の継続審査事項として議長に対して申し

出たいと思いますけども、これにご異議はございま

せんでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（浅田  徹） ご異議なしと認め、その

ように決定をさせていただきました。 

 それでは、その他でございますけども、委員の皆

さんから何かあればお願いしたいと思います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（浅田  徹） 特にないようでございま

すので、それでは、以上をもちまして総務委員会を

閉会させていただきます。本当に長時間、ご苦労さ

までした。どうもありがとうございました。 

午前１１時５７分 委員会閉会 

──────────────────── 

 


